
 

 
 

 

 

 

 

 

※現在、新型コロナウイルス感染症対策として班回覧の文書を 

休止しているため、全戸に配布いたします。ご理解をお願いします。 
 

（総務課） 
 

町施設などの使用料・手数料を改定します 
 

町では、施設などを利用する際の使用料・手数料について、利用する方と利用しない

方の立場を考慮しつつ、住民負担の公平性の確保を目指しています。 

これまで、コスト計算を行い、使用料・手数料の見直しを進めてきました。その結果、

令和３年４月１日から、改定を実施します。 

町民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。 

※各項目についてのお問い合わせは、所管の部署にお願いします。 
 

【社会教育施設】 

施設名 午前・午後 夜間 

ファミリーセンター    教育課  ☎43-0390（内線２５１５） 

大ホール ７，０００円 → ８，４００円 据置（１０，０００円） 

大研修室 ３，５００円 → ４，２００円 据置（５，２００円） 

講義室 視聴覚室 １，２００円 → １，４００円 据置（１，８００円） 

調理実習室 １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

和室１ １，２００円 → １，４００円 据置（１，８００円） 

和室２・３ ７００円 → ８００円 据置（１，０００円） 

工作室１（工作室） ６００円 → ８００円 ９００円 → １，０００円 

工作室２（青年室） ６００円 → ８００円 ９００円 → １，０００円 

研修室１・２・３・４ ７００円 → ８００円 据置（１，０００円） 

特別会議室 １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

南展示場（大ホール側） ４００円 → ５００円 据置（６００円） 

北展示場（研修室側） ６００円 → ７００円 据置（９００円） 

錦津コミュニティセンター 錦津出張所  ☎４３－２２３４ 

多目的ホール ２，０００円 → ２，４００円 据置（３，０００円） 

調理実習室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

研修室１・２・３ 和室 ７００円 → ８００円 据置（１，０００円） 

和知農業者研修センター 和知出張所  ☎４３－０５０５ 

多目的ホール ２，０００円 → ２，４００円 据置（３，０００円） 

料理実習室 １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

２階和室 研修室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

営農相談室 ７００円 → ８００円 据置（1,０００円） 

１階和室 ５００円 → ６００円 据置（７００円） 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第１5号（令和３年１月１９日発行） ☎４３－２１１１ 全戸配布 

お問い合わせ先 

総務課 財政係 

☎４３－２１１１ 

（内線２２１３・２２１４） 

HP 番号 ７767 



施設名 午前・午後 夜間 

久田見生活改善センター・久田見環境改善センター 久田見出張所  ☎４５－１００１ 

講習及び会議室 据置（１，０００円） 据置（１，５００円） 

調理室 １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

茶花道室 ６００円 → ７００円 据置（９００円） 

多目的ホール ２，０００円 → ２，４００円 据置（３，０００円） 

和室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

福地公民館  福地出張所  ☎４５－１０５４ 

集会場 ２，０００円 → ２，４００円 据置（３，０００円） 

第２集会場 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

和室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

調理室 １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

会議室 ６００円 → ７００円 据置（９００円） 

潮南環境改善センター   潮南出張所  ☎４２－１００１ 

多目的ホール ２，０００円 → ２，４００円 据置（３，０００円） 

小会議室 ７００円 → ８００円 据置（１，０００円） 

和室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

研修室 １，０００円 → １，２００円 据置（１，５００円） 

料理コーナー １，５００円 → １，８００円 据置（２，２００円） 

※冷暖房の使用料についても料金改定が実施されます。ファミリーセンター大ホールは１時間
あたり２，６００円、大研修室は１時間あたり１，７００円、その他各公民館の電気式エアコンは
午前・午後・夜間各１回あたり６００円になります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。 

 

【社会体育施設】  
今回の改定で、町内団体と町外団体の使用料を分けることになりました。表は、町内団体が
使用する場合の料金を示しています。町外団体の使用料については、町ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。 
※町内団体とは町内在住・在勤・在学する方が半数以上在籍している団体のことです。 

施設名 午前・午後・夜間 照明料 

    教育課 ☎43-0390（内線２５１６・２５１７） 

蘇水公園野球場 １，５００円 → １，８００円 
野球 ７，０００円 → ８，４００円 

ソフト ３，０００円 → ３，６００円 

多目的グラウンド（全面） １，４００円 → １，７００円 据置（３，０００円） 

多目的グラウンド（半面） ７００円 → ９００円 据置（１，５００円） 

蘇水テニスコート ５００円 → ６００円 １回３，０００円 → １面１，０００円 

旧八高グラウンド ５００円 → ６００円 夜間の貸出は行っていません。 

Ｂ＆Ｇ体育館 

２，０００円 → 全面２，４００円 

半面１，２００円 

２/３面 1,600円 

              １/３面８００円 
使用料に含まれています。 

（ミーティングルーム） ５００円 → ６００円 

武道館 １，０００円 → １，２００円 使用料に含まれています。 

Ｂ＆Ｇ艇庫（高校生以下） ５００円 → ８００円 
夜間の貸出は行っていません。 

（一般） １，０００円 → １，６００円 

八百津小学校 運動場 ５００円 → ６００円 据置（１，５００円） 

八百津小学校 体育館 
２，４００円 → 全面２，９００円 

            半面１，５００円 使用料に含まれています。 

（会議室） １，０００円 → １，２００円 

八百津中学校 体育館 
２，４００円 → 全面２，４００円 

            半面１，２００円 
使用料に含まれています。 



 

施設名 午前・午後・夜間 照明料 

    錦津出張所 ☎43-2234 

錦津小学校 運動場 ５００円 → ６００円 １，０００円 → １，２００円 

錦津小学校 体育館 
１，５００円 → 全面１，８００円 

              半面９００円 
使用料に含まれています。 

    和知出張所 ☎43-０５０５ 

和知運動場 ５００円 → ６００円 １，５００円 → １，７００円 

和知テニスコート ５００円 → ６００円 １回２，０００円 → １面１，２００円 

和知体育館 
１，５００円 → 全面１，８００円 

              半面９００円 
使用料に含まれています。 

和知小学校 運動場 ５００円 → ６００円 据置（１，５００円） 

和知小学校 体育館 
１，５００円 → 全面１，７００円 

              半面９００円 
使用料に含まれています。 

    久田見出張所 ☎4５-１００１ 

久田見テニスコート ５００円 → ６００円 １，０００円 → １，２００円 

久田見小学校 運動場 ５００円 → ６００円 夜間の貸出は行っていません。 

久田見小学校 体育館 
１，５００円 → 全面１，５００円 

              半面８００円 
使用料に含まれています。 

東部中学校 運動場 ５００円 → ６００円 据置（１，５００円） 

東部中学校 体育館 
２，０００円 → 全面２，４００円 

半面１，２００円 
使用料に含まれています。 

    福地出張所 ☎４５-１０５４ 

福地運動場 ５００円 → ６００円 据置(１，５００円) 

福地体育館 
１，５００円 → 全面１，５００円 

            半面８００円 
使用料に含まれています。 

    潮南出張所 ☎4２-１００１ 

潮南多目的運動場 ５００円 → ６００円 夜間の貸出は行っていません。 

潮南運動場 ５００円 → ６００円 ５００円 → ６００円 

潮見小学校 体育館 
１，５００円 → 全面１，８００円 

半面９００円 
使用料に含まれています。 

 

【その他の事業など】  

事業名 使用料・手数料 備考 

    健康福祉課 ☎43-２１１１ 

学童保育（年会費） １，５００円 → １，０００円 利用料は据置 

糖尿病予防教室 ４００円 → ５００円 昼食代が含まれています。 

脂肪燃焼ｃｌｕｂ（１回あたり） ３００円 → ５００円  

    地域振興課 ☎43-２１１１ 

自主運行バス広告掲載料 

（やおまる） 

歩道側３，０００円 → 廃止 

車道側２，０００円 → 廃止 

背  面５，０００円 → １，０００円 

広告の大きさはＡ４以下、 

Ａ３の場合は２，０００円で

す。 

    総務課 ☎43-２１１１ 

カラーコピー（１枚あたり） ４６円 → ５０円 Ｂ５～Ａ３サイズ一律 
 

 

町民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。  



（健康福祉課） 
 

放課後児童クラブ（学童保育） 

利用申し込みのご案内 
令和 3年度の放課後児童クラブ（学童保育）の利用申込みを、以下のとおり受付し

ます。ご希望の方は、期限までにお申し込みください。 
 

○申込方法  ３月５日（金）までに、必要書類を添えて、下記受付場所でお申し込み

ください。期限厳守でお願いします。 

            ※長期休業（春・夏・冬休み）のみ児童クラブの利用を希望される方

も、今回必ずお申し込みください。今回お申し込みされない方は、利

用できない場合がありますので、ご了承ください。 

○必要書類  ①放課後児童クラブ利用申込書 

②父および母の就労証明書（父・母１枚ずつ提出してください） 

※高校生を除く１８歳以上６５歳未満の方が同居している場合は、その

全員分の就労証明書が必要です。 

※上記①②は、各児童クラブおよび保健センター、各保育園でお渡し

します。 

○受付場所  ■八百津放課後児童クラブ（八百津小学校区などの児童対象） 

…八百津学童保育室（福祉センター(夢広場ゆうゆう)２階 児童クラブ室） 

             ■錦津放課後児童クラブ（錦津小学校区の児童対象） 

               …錦津学童保育室（錦津公民館（錦津小学校西）２階 学童保育室） 

             ■和知放課後児童クラブ（和知小学校区の児童対象） 

               …和知学童保育施設（和知小学校敷地内） 

             ■久田見児童クラブ（久田見小学校区の児童対象） 

…久田見出張所    ※春・夏休みのみ実施 

○利用条件  小学校１年生から６年生までの児童で、放課後や長期休業（春・夏・

冬休み）時、保護者の就労などにより、家庭で保育する人がいない児

童。就労以外の事情で児童クラブの利用をご希望される場合は、右記

へお問い合わせください。 

※久田見児童クラブは春・夏休みのみ実施します。 

○そ の 他  今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、説明会は行いません。 

※「利用のしおり」および「利用申込書」などを各児童クラブ（久田見   

  は出張所）、保健センターにてお受け取りいただき、内容をご確認の 

うえ、上記受付場所にてお申し込みください。 

※前年度の提出内容と同様の場合も、改めて提出してください。 

なお、書類が整っていない場合は受付できません。ご注意ください。 

            ※令和 3年度からの主な変更点 

・年会費が１，５００円から１，０００円となります。 

・「一時利用」の区分では、１ヵ月最大１０日まで利用できるように  

なります（令和２年度までは最大５日）。利用料金に変更はありま 

せん。 

            ※不明な点は健康福祉課子育支援係または各児童クラブまでお問

い合わせください。 

お問い合わせ先 

健康福祉課  

子育支援係 

☎４３－２１１１ 

（内線２５６４） 

 



（建設課） 
 

道路維持作業員を募集します 
 

町では、令和３年度の会計年度任用職員（パートタイム）を以下のとおり募集します。 
 

○職 種  道路維持作業員 

○内 容  農・林道を含む町道などの維持補修、道路や側溝の清掃、道路法面

の草刈りや樹木の伐採、簡易な舗装穴埋めなど 

○募集人員  １名 

○応募資格  ・昭和３１年４月２日以降生まれ（６５歳未満）の方 

・普通自動車の運転免許を取得している人（AT限定は不可） 

○任用期間  令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

※１ヵ月間の条件付き採用期間を経て正式採用となります。 

○勤務条件  ・勤務時間  週５日、午前８時３０分から午後４時３０分まで（休憩１時間）  

・勤 務 日  月曜日から金曜日のうち所属長が定める日 

・報 酬  月額１９０，０００円 

※町規則により期末手当、通勤手当を支給します。 

○募集期間  令和３年１月２５日（月）から令和３年２月１９日（金）まで 

○申込方法  市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真貼付のうえ、職務経歴書

を添えて、役場建設課へ持参または下記へ郵送してください。 

 〒505-0392  加茂郡八百津町八百津 3903-2 

八百津町役場 建設課 行    ※郵送の場合も期間内必着 

○選考方法  書類審査後、通過者を対象に面接を行います。なお、試験日は、後日

連絡します。 

 
（八百津町社会福祉協議会） 
 

弁護士による無料法律相談会のお知らせ 
 

相続・離婚・交通事故・債務整理に関することなど、暮らしの中の法律に関する悩みや

問題について、弁護士が相談に応じる無料法律相談所を、下記のとおり実施します。 

相談の秘密は固く守られます。相談を希望される方は、電話でご予約ください。 
 

相談例･･･ 相続について今のうちに相談しておきたい。 

       土地の境界についてもめている。 

        借金問題について相談したい。 
 

○と き    ２月２６日（金）午後１時から４時 

○と こ ろ    福祉センターゆうゆう ボランティア活動室 

○対 象 者    八百津町住民（６名程度） 

○弁 護 士    平井治彦 弁護士 

○申込期限    ２月１６日（火）※６名に満たない場合は、当日まで受け付けます。 

○そ の 他  ・申込者が６名をこえた場合、抽選とさせていただきます。 

・新型コロナウイルスの感染状況などにより、開催中止となる場合 

があります。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-４４６２ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

建設課 建設総務係 

☎４３－２１１１ 

（内線２３１５・２３１６） 

 


